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金入り設計図書等の情報提供に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、秋田県情報公開条例（昭和６２年秋田県条例第３号。以下

「条例」という。）第２８条第１項の規定に基づき、工事又は委託業務に係る

金入り設計図書等についてオンライン（秋田県電子申請・届出 サービス）によ

る情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次に定めるとおりとし、次の(1)から

(3)を総称して「金入り設計図書等」という。 

 (1)・ 金抜き設計図書等 次に掲げる書類をいう。 

  ア 金抜き設計書（設計書鏡、本工事費内訳書） 

  イ 特記仕様書届現場説明書 

  ウ 設計図面（平面図、縦断面図等） 

  エ 参考図書（一式当り内訳書、位置図、数量総括表、市況届見積単価一覧

表等） 

 (2)・ 金入り設計書 次の書類をいう。 

   設計書鏡、本工事内訳書、一式内訳書、単価表、間接費内訳、入力データ

リスト 

 (3)・ 数量計算書 次の書類をいう。 

   数量総括表以外の計算書届内訳書 

 

 （情報提供の対象） 

第３条 この要綱による情報提供の対象とする金入り設計図書等は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

 (1)・ 条例第６条第１項各号に規定する非公開情報が含まれていないこと。 

 (2)・ 金抜き設計図書等の閲覧を開始した日の属する月から起算して３月目に

あたる月の末日が経過していること。 

 

 （申 の手続） 

第４条 この要綱による情報提供を受けようとするものは、秋田県電子申請届出

 サービスにより次に掲げる事項を記載して申し るものとする。 

 (1)・ 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事務所の所在地並びに法人そ

の他の団体にあっては、その代表者の氏名 
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 (2)・ 工事又は委託業務の名称その他の情報提供の申 に係る金入り設計図書

等を特定するために必要な事項 

 (3)・ その他実施機関の定める事項 

  

 （情報提供の方法） 

第５条 実施機関は、前条の申 を受け付けたときは、申 を受け付けた日から

起算して１５日以内に情報提供を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、申 に対する情報提供を行うまでの期間につい

ては条例第１０条の規定の例によるものとする。 

３ 金入り設計図書等の情報提供は、秋田県電子申請届出 サービスを使用して

金入り設計図書等の電磁的記録をアップロードする方法により行うものとす

る。 

 

 （費用） 

第６条 この要綱による金入り設計図書等の情報提供に係る費用は、無料とす

る。 

 

 （公開請求との関係） 

第７条 金入り設計図書等については、この要綱による情報提供の申 のほか、

条例に基づく公開請求を妨げないものとする。 

 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、実

施機関が別に定めるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年１月５日から施行する。 


